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資 料 Ｄ 

委 員 限 り 

フォローアップ説明会参加申込者からの質問等一覧 

（平成 25 年度９月分） 
 

番号 質   問 回   答 
１ 監査実務の順番が回ってきませ

んが、どのような基準で指名される

のですか。自分の方から本人にアプ

ローチするのですか。説明を受けて

も実感できていません。 

 政治資金監査は、登録政治資金監査

人と国会議員関係政治団体の合意に

基づき契約するものです。 

（政治資金監査に関するテキスト 

P.43 4.8.参照） 
２ 政治資金規正法第 10 条第１項、

第２項、第３項に規定の「明細書」

というのがよくわかりません。規則

に様式もないようですし、任意の様

式でしょうか。たとえば文書払請求

書とかでしょうか。 

明細書には様式の定めはありませ

んが、次に掲げるものをいいます。（法

第 10 条） 

① 政治団体の代表者又は会計責任

者と意思を通じて当該政治団体の

ために寄附を受けた者が会計責任

者に提出しなければならないとさ

れている寄附をした者の氏名、住

所及び職業並びに当該寄附の金額

及び年月日を記載した書面 

② 政治団体の代表者又は会計責任

者と意思を通じて当該政治団体の

ために支出をした者が会計責任者

に提出しなければならないとされ

ている支出を受けた者の氏名及び

住所を記載したもの並びに当該支

出の目的、金額及び年月日を記載

した書面 

③ 政治団体のために寄附のあっせ

んをした者が会計責任者に提出し

なければならないとされている当

該寄附をした者及び当該寄附のあ

っせんをした者の氏名、住所及び

職業、当該寄附の金額及び年月日

並びに当該寄附のあっせんに係る

金額及びこれを集めた期間を記載

した書面 

④ 政治団体のために政治資金パー

ティーの対価の支払いのあっせん

をした者が会計責任者に提出しな

ければならないとされている当該

対価の支払をした者及び当該対価
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の支払のあっせんをした者の氏

名、住所及び職業、当該支払われ

た対価の金額及び年月日並びに当

該対価の支払のあっせんに係る金

額及びこれを集めた期間を記載し

た書面 

（過去の回答と同旨） 

（政治資金監査に関するＱ＆Ａ Ⅴ

－１参照） 
３ 監査事務の場所について主たる

事務所以外の場所で監査を実施し

た場合に明確に理由を記載するこ

ととされていますが、マスコミで取

り上げられた報告書を見ると、秘書

の自宅等で実体のない場所で行っ

たと記載されています。主たる事務

所以外での実行できる場合の具体

例を明確に示していただきたい。 

 政治資金監査は、その適正を確保す

るため、原則として国会議員関係政治

団体の主たる事務所で行わなければ

ならないとされています。ただし、政

治資金監査を主たる事務所で行わな

いことができる例外としては、会計帳

簿や領収書等の紛失等の事故を防止

するための十分な措置が講じられ、か

つ、会計責任者等に対するヒアリング

等を通じて、経常経費を含む事務所の

運営実態について確認することがで

きることを条件として以下の場合が

考えられます。 

① 作業スペースの不足等やむを得

ない事情により、円滑な政治資金

監査の実施が困難であると登録政

治資金監査人が判断した場合 

② 同一の国会議員に係る複数の国

会議員関係政治団体の政治資金監

査を実施する場合において、政治

資金監査の効率的な実施のため、

特定の事務所等に収支報告書及び

会計帳簿当の関係書類を集めた上

で、政治資金監査を行うことが適

当であると登録政治資金監査人が

判断した場合 

③ 解散により、政治資金監査を実

施する時点において主たる事務所

が存在しなくなった場合 

（政治資金監査に関するテキスト 

P.41「国会議員関係政治団体の主たる

事務所での実施」と同旨） 
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４ 公開されている報告書を見ると

資金使途に会食費等の記載のみが

見受けられるが、具体性に欠け問題

はないのでしょうか。再確認させて

いただきます。 

政治資金監査においては、収支報告

書に記載された支出の目的と会計帳

簿、領収書等、徴難明細書等に記載さ

れた支出の目的との整合性が取れて

いると判断されるものについては、差

し支えありません。 

なお、収支の透明性の観点からは、

支出の目的はできる限り分かりやす

く、具体的に記載されていることが望

ましいものと考えます。 
５ ボランティアスタッフが数名い

ます。交通費のみ支払うため、これ

のみを計上しています。人件費の問

題は発生しますか。（相当額を人件

費と同額を寄付に計上するなど） 

政治資金規正法において「寄附」と

は、「金銭、物品その他の財産上の利

益の供与又は交付で、党費又は会費そ

の他債務の履行としてされるもの以

外のもの」と定められており、当該ス

タッフの活動に対して対価を支払う

ことが社会通念上相当であるような

ときは「寄附」にあたります。 

この場合、会計帳簿及び収支報告書

にはこれらを時価に見積もった金額

を「寄附」として記載し、同額を支出

にも記載する必要があります。 
６ 水道光熱費は累計で収支報告書

に記載するか否かを判断し、電話代

は月数の全額で記載金額を判定す

ると聞いたが、事実か。事実であれ

ば、根拠如何。 

 

 政治資金規正法第１２条第１項は、

「一件当たりの金額（数回にわたって

されたときはその合計金額）」が一定

額以上の支出について明細を記載す

ることとしています。ここでいう「一

件」とは、一の債権債務関係をいうも

のと解されております。 

このため、具体的には水道、光熱費、

電話のそれぞれの契約等により判断

することとなります。 

例えば、月毎に一の債権債務関係が

確定しているような場合には、一ヶ月

の支払額を一件として、一の債権債務

関係に基づき、単に支払いの手段とし

てこれが分割されたに過ぎないよう

な場合には、その年に係る支払いの合

計額を一件として、収支報告書に支出

の明細を記載することになります。 

 


